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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２０ないし４０重量％の脂肪族Ｃ２－６アルコール；
　２０ないし４０重量％の脂肪族Ｃ２－６アミノアルコール；
　２０ないし５０重量％の環状Ｃ２－５酸アミドおよび／または脂肪族Ｃ２－６ジアミン
；及び
　０．５ないし２．６モル／Ｌのアルカリ金属アルコキシド（アルカリ金属アルコラート
、アルカリ金属アルカノラート）および／またはアルカリ金属アミノアルコキシド（アル
カリ金属アミノアルコラート、アルカリ金属アミノアルカノラート）を含んで成る、化学
兵器の使用による汚染を除去するための、塩基性、非水性の除染流体。
【請求項２】
　アルカリ金属アルコキシドがＣ１－６アルコキシドより選択されるものであることを特
徴とする、請求項１に記載の除染流体。
【請求項３】
　アルカリ金属アルコキシド（アルコラート、アルカノラート）およびそれらのイオンが
、対応する純アルカリ金属またはアルカリ金属水酸化物あるいは市販のアルカリ金属アル
コキシドを溶媒成分に導入することによって形成されることを特徴とする、請求項１に記
載の除染流体。
【請求項４】
　含まれる脂肪族アルコールがプロパノールおよび／またはブタノールであることを特徴
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とする、請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の除染流体。
【請求項５】
　含まれるアミノアルコールが２－アミノ－１－ブタノール、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエ
タノールおよび／またはＮ－メチルジイソプロパノールアミンである、請求項１ないし請
求項４のいずれか一項に記載の除染流体。
【請求項６】
　含まれる環状酸アミドがＮ－メチル－２－ピロリドンである、請求項１ないし請求項５
のいずれか一項に記載の除染流体。
【請求項７】
　１０重量％までのジオールおよび／または
　２０重量％までの液状の脂肪族もしくは芳香族炭化水素を共溶媒として更に含む、請求
項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の除染流体。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項７のいずれか一項に記載の除染流体を適用することを特徴とする
、化学兵器の使用の結果として汚染された表面の除染方法。
【請求項９】
　前記表面が塗装表面、ポリマー被覆表面またはプラスチック表面であることを特徴とす
る、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　除染流体を０．０５ないし０．２Ｌ／ｍ２表面積の量で適用することを特徴とする、請
求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　除染流体をスプレーすることにより適用することを特徴とする、請求項１０に記載の方
法。
【請求項１２】
　除染流体を５ないし１５分間作用させ、次に濯ぎ落すことを特徴とする、請求項８ない
し請求項１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　除染流体で処理した表面を冷水、温水または熱水あるいは過熱蒸気で処理して、除染流
体および反応生成物を濯ぎ落すことを特徴とする、請求項８ないし請求項１２のいずれか
一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軍事及び民生の産業設備及び装置、建物、道路等の毒性除去により化学兵器
に対抗するための万能毒性除去剤として使用されるような、塩基性、非水性の除染流体に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　そのような塩基性、非水性の除染流体の例が、米国特許第３，０７９，３４６号および
ドイツ国特許明細書ＤＤ ２９９ ４５８ Ａ７ に開示されている。それらの塩基性は、そ
の中に存在するアルカリ金属アルコキシド（アルカリ金属アルコラート、アルカリ金属ア
ルカノラート）及びそれらのアニオンによるものである。これらは、ジクロロジエチルス
ルフィド類（例えばマスタードガス）、オルガノフロオロホスホリル類（例えばソマン）
またはオルガノチオコリンホスホリル類（例えばＶＸ）を含む群の化学兵器など、軍事お
よびテロリスト活動に用いられ得る毒性汚染物質の変換のための主な反応性成分である。
【０００３】
　これら公知の除染流体の欠点は、一方で、プラスチック材料、エラストマーおよび塗料
コーティングに対するそれらの有害効果であり、これは膨潤または軟化を引き起こして該
基材を破壊し、金属および金属合金の腐食現象をも招き得ることである。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、一方で、使用および実地説明において更に経済的であり、他方で、処
理に必要な時間の間に、塗装表面、プラスチック／エラストマー被覆表面、特に金属、プ
ラスチック材料およびエラストマーの表面を攻撃する傾向が全く又は殆ど無い、上述の種
類の除染流体を提案することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、この目的は、除染流体の配合物が０．５ないし２．６モル／Ｌのアル
カリ金属アルコキシド（アルカリ金属アルコラート、アルカリ金属アルカノラート）およ
び／またはアルカリ金属アミノアルコキシド（アルカリ金属アミノアルコラート、アルカ
リ金属アミノアルカノラート）を含有する場合の上述の塩基性、非水性除染流体を用いる
ことにより達成される。この配合物は以下を含有する：
２０ないし４０重量％の脂肪族Ｃ2-6 アルコール；
２０ないし４０重量％の脂肪族Ｃ2-6 アミノアルコール；および
２０ないし５０重量％の環状Ｃ2-5 酸アミドおよび／または脂肪族Ｃ2-6 ジアミン。
【０００６】
　上述の従来の除染流体を用いて同一の除染効果を達成するためには、単位面積当たり更
に多量の除染流体を使用する必要があり、また、従来の除染流体には更に長い作用時間を
必要とものもある。
【０００７】
　本発明の除染流体は、脂肪族アルコールおよびアミノアルコール、それらのアルカリ金
属アルコキシドおよびそれらのイオンから成る化学平衡系を含む。
【０００８】
　本発明の除染流体は、軍事技術、航空機、船舶、鉄道車両；建物、道路および滑走路等
の設備；および実験用装置を除染するために適当な従来の軍事および民生用除染装置で使
用することができる。
【０００９】
　本発明の非水性除染流体は、その比較的強い塩基性から、従来技術の除染流体よりも反
応性が高い。そのことが、本発明の除染流体の高い効力および除染すべき面積当たりに必
要とされる低い適用量の理由である。
【００１０】
　反応性の増大により、作用時間を短縮することが可能となり、プラスチック材料、エラ
ストマーおよび塗料被膜などを含んで成る汚染された表面への損傷を回避することができ
る。たとえ除染流体を比較的長い時間作用させる場合であっても、金属および金属合金上
の腐食現象は起きない。
【００１１】
　さらに、本発明の除染流体は比較的吸湿性が低く、このことは高い空気湿度条件下であ
っても、その適用がミスト（霧）の生成を招かないことを意味する。
【００１２】
　米国特許第３，０７９，３４６号に開示されている除染流体は強い吸湿作用を有するた
め、低い空気湿度条件下であってもミスト（霧）の発生が可能である。これは本発明の除
染流体を用いれば生じないことは勿論である。
【００１３】
　本発明の除染流体は水を用いて被処理表面から濯ぎ落すことができ、これは必ずしも高
圧下で適用しなければならないものではない。単位面積当たりに適用する必要がある除染
流体の量が比較的少量であることから、濯ぐために使用される水の消費量も少量である。
【００１４】
　ＤＤ ２９９ ４５８ Ａ７ に開示されている除染流体は、本発明の除染流体に比べて塩
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【００１５】
　本発明の更なる利点は、除染流体を多種多様な方法で使用できること、すなわち、大型
装置および小型装置の両方で使用でき、また原始的な手段で配合する必要がある場合には
そのような原始的な手段によっても使用できることである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の好ましい除染流体は、少なくとも１種のアルカリ金属アルコキシドおよび１種
のアルカリ金属アミノアルコキシドを含有し、これらは対応する純アルカリ金属またはア
ルカリ金属水酸化物の導入（添加）によって生成する。これらは、別法として、市販のア
ルカリ金属アルコキシドの形態で導入することもできる。
【００１７】
　更に好ましい除染流体は、脂肪族アルコールとして、プロパノールおよび／またはブタ
ノールを含有する。
【００１８】
　用いられる好ましいアミノアルコール成分は、２－アミノ－１－ブタノール、Ｎ，Ｎ－
ジメチルアミノエタノール、および／またはＮ－メチルジイソプロパノールアミンである
。
【００１９】
　本発明の塩基性非水性除染流体の配合に用いるのが好ましい酸アミドは、Ｎ－メチル－
２－ピロリドンである。
【００２０】
　適用性を向上するためには、除染流体に対して、１種以上の共溶媒、例えば１０重量％
までのジオールおよび／または２０重量％までの液状の脂肪族もしくは芳香族炭化水素を
添加できる。
【００２１】
　更に本発明は、上に記載される本発明の除染流体を使用することを特徴とする、表面（
特に塗装表面もしくはポリマー被覆表面またはプラスチック表面もしくはエラストマー表
面）の除染方法に関する。
【００２２】
　本発明では、上述の除染流体が汚染物質の種類および推定される汚染の濃度に依存して
０．０５ないし０．２Ｌ／ｍ2 表面積の量で適用される。化学的に比較的安定で１０ｇ／
ｍ2 の汚染濃度にある高い毒性の軍事物質に対処する場合であっても、また該軍事物質が
濃厚な形態で存在し、その作用時間が数時間にわたる場合であっても、上述のような少量
で優れた除染結果を達成する。
【００２３】
　本発明のこれらの利点及び他の利点を、以下に実施例を参照して更に詳細に述べる。
【実施例】
【００２４】
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【表１】

【００２５】
　実施例
　以下の実施例においては、アルキド樹脂被覆金属プレートを、各種関連化学兵器で３時
間の時間にわたり現場実験で汚染し、除染に先立って、その軍事物質がアルキド塗料層の
中に浸透し得るようにした。これらのプレートを異なる傾斜角において配置した。実施例
に記載する除染実験の全てにおいて、周囲温度は１０℃～１５℃であった。
【００２６】
　実施例１
　作用時間の後に、アルキド樹脂被覆金属プレート上で軍事物質マスタードガス（ＨＤ）
により引き起こされた平均汚染濃度は依然として１０，８４０ｍｇ／ｍ2 であった。
【００２７】
　それらの傾斜角に関らず、プレートに配合Ａによる本発明の除染流体を０．１Ｌ／ｍ2 
でスプレーした。この除染流体を５分間作用させ、その後にプレートを温水（約８０℃）
で処理して除染流体を濯ぎ落した。
【００２８】
　直後に行われた分析により、５５ｍｇ／ｍ2 のマスタードガスによる平均残留汚染が得
られた。これは９９．５％の除染成功率に相当する。
【００２９】
　実施例２
　実施例１に記載した方法と同様の方法で、プレートを化学兵器ＶＸで汚染した。作用時
間の後に、汚染濃度は８０３０ｍｇＶＸ／ｍ2 であった。
【００３０】
　ここでも配合Ａによる０．１Ｌ／ｍ2 で処理を行った。５分の作用時間および水（例え
ば８０℃）による後処理の後に、３．６ｍｇＶＸ／ｍ2 の平均残留汚染が認められた。こ
れは９９．９６％の除染成功率に相当する。
【００３１】
　実施例３
　実施例１に記載した方法と同様の方法で、プレートを化学兵器ソマン（ＧＤ）で汚染し
た。作用時間の後に、平均汚染濃度は４１６０ｍｇＧＤ／ｍ2 であった。
【００３２】
　ここでも配合Ａを０．１Ｌ／ｍ2 で処理を行った。５分の作用時間および水（例えば８
０℃）による後処理の後に、平均して９８．８ｍｇＧＤ／ｍ2 の残留汚染であった。これ
は９７．５３％の除染成功率に相当する。
【００３３】
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　実施例４～６
　同様の方法であるが配合Ｂの除染流体を使用して再び実施例１～３を行った。これら３
種の化学兵器の除染効果は、実質的に配合Ａと同じだった。
【００３４】
　実施例７～９
　同様の方法であるが配合Ｃの除染流体を使用して実施例１～３を再び行った。これらの
除染効果は、大まかに見て若干低く平均して９８．３％であり、平均除染成功率はマスタ
ードガスについて９９．４％、ＶＸについて９９．８％であった。
【００３５】
　これらの現場実験の結果は、本発明の除染流体を使用する５分の処理時間によって、許
容できるものとして公表されている限度値よりも実質的に低い除染残留濃度が達成される
ことを示す。
【００３６】
　これらの非常に良好な除染成功率は、濃厚な化学兵器を用いて汚染されたプレートの除
染のために同一手順を行う場合にも確認し得る。
【００３７】
　アルキド樹脂で被覆された金属プレートを配合Ａ、ＢおよびＣによる除染流体により処
理し、除染後に検査すると、実施例１～９のいずれにおいてもアルキド樹脂コーティング
に対する損傷が認められなかった。
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